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第５章 住宅・建築物の耐震化の促進を図るための施策 
 

○施策体系 

 

＜具体的な施策＞ 

（１）耐震対策の支援事業 

（２）住宅耐震化・耐震対策の施策 

   ①住宅耐震化・耐震対策及び感震ブレーカー設置の加速化 

②住宅無料耐震診断の普及 

③総合支援メニューによる耐震化の促進 

④耐震化重点区域の設定 

⑤耐震ケースマネジメントによるフォローアップ 

⑥低コスト工法の普及 

⑦所有者等の負担額軽減措置 

⑧命を守る耐震対策 

⑨空き家の倒壊対策 

⑩住替等による耐震化の促進 

⑪屋根瓦の耐震・耐風対策 

（３）建築物耐震化の施策 

①県有施設の耐震化 

②要緊急安全確認大規模建築物の対策 

③エレベーター及びエスカレーターの地震対策の推進 

④大規模空間の天井崩落対策 

（４）コンクリートブロック塀耐震化の施策 

①危険なブロック塀の撤去・改修の促進 

②木塀の普及 

１ 

住宅・建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るた

めの施策 

＜ 施 策 内 容 ＞ 

２  

住宅・建築物の地震に対す

る安全性の向上に関する啓

発及び知識の普及 

（１）地震ハザードマップの作成・公表 

（２）耐震化の相談体制及び情報提供 

（３）耐震対策等の普及啓発 

（４）自主防災組織等との連携 

（５）木造住宅耐震化技術者の育成及び公表 

（６）住宅耐震化の促進に係る相互協力に関する協定 

（７）非構造部材の落下防止対策 

（８）地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

（９）地震発生時に利用を確保することが公益上必要な建築物に

関する事項 

（10）吹付けアスベストの飛散防止対策 

（11）地震に伴うがけ崩れ等による建築物等被害の軽減対策 

３ 

その他住宅・建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進

に関し必要な事項 

（１）鳥取県建築物安全安心推進協議会の活動強化 

（２）省エネ改修と併せて行う耐震改修の実施 

（３）被災建築物応急危険度判定士・判定コーディネーターの養成・

訓練 

（４）住宅性能表示制度の活用・普及 

（５）耐震改修による優遇措置の周知 

（６）家具の固定及び感震ブレーカーによる地震防災対策 

（７）  

（８）耐震化に関する認定制度等の活用 
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１ 住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 
（１）耐震対策の支援事業 

住宅・建築物の耐震化は所有者等が自らの問題として取り組むことが基本ですが、費用負担、

工法・効果が適切であるかなどの判断がしにくいなどの理由から耐震化が進んでいないのが現

状です。 

 

○県は、震災に強いまちづくりを促進するため、所有者等が行う耐震診断、耐震改修等の耐震

化などの費用を補助する市町村の支援を行うなど、所有者が震災に強いまちづくりに取り組

みやすい環境整備を進めます。 

 

事業名 担当課 事業内容 

震災に強いまちづくり

促進事業 

生活環境部住宅

政策課 

・耐震診断、改修設計、耐震改修、除却等の補助 

・耐震改修と併せた省エネ改修補助 

・屋根瓦耐震・耐風対策に伴う改修補助 

・危険ブロック塀の除却・軽量なフェンス・生垣等への

改修補助 

・居室単位改修、耐震シェルター、耐震ベッドの補助 

がけ地近接等危険住宅

移転事業 

・がけ付近に建築された住宅の除却に要する費用と

新築住宅の建設、土地の取得に要する経費の補助 

土砂災害特別警戒区域

内住宅建替等事業 

県土整備部治山

砂防課 

・土砂災害特別警戒区域（通称「レッド区域」）内の住

宅や避難所の建替え等における外壁の強化又は防

護壁の設置への補助 

新規需要開拓設備資金

融資 

商工労働部企業

支援課 

・耐震改修等の設備投資を行う中小企業者等への 

融資 

 

震災による被害を軽減するためには、建築物の耐震化に加えて、耐震対策に必要な技術者の

育成及び所有者等が安心して耐震改修を行うことができる環境整備等が必要です。 

 

○県は、耐震化など地震防災対策を総合的に推進するために必要な事業を行います。 

また、宅地の崩壊により緊急輸送道路が閉鎖されるおそれのある地域で土砂災害を防止する

事業を実施します。 

 

事業名 事業内容 

応急危険度 

判定士養成事業 

・応急危険度判定士養成講習会の開催 

・判定コーディネーターの養成講習会の開催 

・判定実施訓練講習会の開催 

耐震化支援 

環境整備事業 

・所有者等への耐震化に関する建築技術の普及・啓発等 

・設計者、施工者等への耐震化に関する建築技術や低コスト工法の普及・啓発等  

・耐震化専門業者登録制度の実施、耐震診断・補強セミナーの実施 

・市町村が行う所有者等への学習会、出張説明会、戸別訪問等への支援 

地震防災対策 

関連事業 

・建築防災関係パンフレットの配布等 

・その他地震防災対策に関連する事業の実施 

空き家除却等支

援事業等 

・倒壊すれば前面道路を封鎖し災害時の避難等に支障がある空き家又はその 

ような事態になることが将来的に見込まれる空き家の除却費支援 

・耐震工事など空き家の利活用に必要な改修費支援 

住宅宅地基盤 

特定治水施設等

整備事業 

・被害が生じる恐れのある地域における住宅・建築物の保全を図る 
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（２）住宅耐震化・耐震対策の施策 

① 住宅耐震化・耐震対策及び感震ブレーカー設置の加速化   

令和８年度の「ぼうさいこくたい」の目指す自助を進めるため、３年間の限定措置（R8～R10）

として県は市町村と協調して補助率を嵩上げし、耐震化等を抜本的に加速させます。 

      〇住宅耐震化・耐震対策 

        経済的な理由などで耐震化が困難な住宅においても耐震対策を実施できるよう、補助率を 

      10/10 に引き上げます。 

項目 補助率 補助上限額 

耐震診断 10/10 204 千円 

設計 320 千円 

耐震改修 1,750 千円 

居室単位改修 1,250 千円 

耐震ベッド 625 千円 

耐震シェルター 1,000 千円 

     〇感震ブレーカー 

       地震による建物の出火・延焼防止に資する感震ブレーカーの設置を広く進めるため、補助率

を１０/１０に引き上げます。 

区分 補助率 補助上限額 

工事なしの場合 
10/10 

20 千円 

工事ありの場合 60 千円 

 

② 住宅無料耐震診断の普及 

住宅の耐震化を進めるには、入口となる耐震診断件数の増加が不可欠であり、耐震診断の無

料化の拡大など所有者の負担軽減を図る必要があります。 

○県は、市町村に無料耐震診断制度の創設や予算の拡充を働きかけます。 

○県及び市町村は、耐震化に要する予算確保に努めるとともに、無料耐震診断等の周知を図

り、住宅の耐震化を進めます。 

○耐震診断の申請書類の簡素化により、申請者の負担軽減を図ります。 

〇市町村による戸別訪問、ダイレクトメールや学習会等により、所有者に対して無料耐震診断制

度を周知し、耐震診断の実施を働きかけます。 

 

③ 総合支援メニューによる耐震化の促進 

ア）住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの的確な実施 

国は、住宅耐震化を促進するため、設計及び耐震改修を一体的に支援する「住宅耐震化総合

支援メニュー」（以下「総合支援メニュー」といいます。）による支援制度を創設し、耐震改修費補

助の補助率を引き上げています。 

総合支援メニューの要件として、実施する市町村は、「住宅耐震化緊急促進アクションプログ

ラム」（以下「アクションプログラム」といいます。）を作成し、住宅耐震化の促進のため、「戸別訪

問・ダイレクトメール送付等」、「耐震診断済みの所有者への働きかけ」、「技術者の育成と技術力

向上」、「普及・啓発」などの取組を規定し、ＰＤＣＡサイクルにより運用していく必要があります。 

○市町村は、耐震化に係る支援目標を設定するとともに、実施・達成状況を確認・検証するアク

ションプログラムを作成しホームページで公表し、耐震化に取り組みます。 

○県は、技術者育成など耐震化業者の登録・公表を行うとともに、建築技師の不足する市町村

に建築技術のサポートを行います。 

 

イ）総合支援メニューによる耐震化の促進 

住宅耐震化を進めるためには、補助率及び補助上限が高い総合支援メニューにより、設計及

び耐震改修を一体的に支援する必要があります。 

○市町村は、耐震化補助制度を総合支援メニューに移行し、アクションプログラムの目標を達成

するために必要な予算の確保に努めます。 

○県は、市町村の総合支援メニューへの移行・実施を支援するとともに、必要な予算確保に努め
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ます。 

○県及び市町村は、耐震診断を行ったが改修に至っていない所有者に、総合支援メニューの周

知を図り、耐震化を働きかけます。 

 

④ 耐震化重点区域の設定 

更なる耐震化の促進のためには、地震発生時に被害が大きくなるおそれのある住宅密集市街 

地や高齢化率の高い地域、自主防災活動に積極的に取り組む地域等、個々の地域の地形的特

性、地域住民の属性、地域経済活動や暮らしに与える影響等を踏まえながら、特に住宅の耐震

化を促進すべき地域を設定し、耐震化に係る支援や普及啓発を重点的に実施することが有効

だと考えられます。 

○市町村は、地域の実情に応じた耐震化重点区域の設定を検討します。 

 

⑤ 耐震ケースマネジメントによるフォローアップ 

残り１３％の住宅の耐震化を進めるためには、住宅所有者が抱える個々の事情に応じた耐震

化のフォローアップを行うことが必要です。 

 

○県は、市町村と連携して、耐震化に進めない住宅所有者の抱える課題の把握、専門家派遣等

による相談等の支援を行う「耐震ケースマネジメント」を、全市町村を対象に実施します。 

○県は、「一般社団法人鳥取県建築士事務所協会」、「公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協

会」、「特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の４者で耐震ケースマネ

ジメントの実施の協力に関する連携協定を締結して専門家派遣に取り組んでいます。 

■耐震ケースマネジメントの実施の協力に関する連携協定の概要 

専門家派遣団体 相談範囲、内容 

一般社団法人鳥取県建築士事務所協会 ○安価な改修工法や概算費用等の相談 

公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会 ○住宅の処分や住替の相談 

特定非営利活動法人日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 

○資金計画や融資、税制制度の相談 

■耐震ケースマネジメントの実施イメージ 
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低コスト工法講習会（ベーシックコース） 低コスト工法講習会（施工編） 

■低コスト耐震改修工法の概要 

※金額等の各数字は、愛知建築地震災害軽減システム研究協議会作成「木造住宅低コスト耐震補強の手引き」を参考 

⑥ 低コスト工法の普及 

低コスト工法による耐震改修を進めていくためには、技術者の育成、工法の普及が必要にな

ります。しかし、低コスト工法用の耐震診断ソフトで算出した工事費が高額となるものが見られ

るため、その結果を分析して要因を明らかにし、対策を講じる必要があります。 

 

○県は、鳥取県版の低コスト工法を認定し、県内で活用しやすい工法の普及に取り組むととも

に、低コスト工法の設計及び施工に関する講習会を開催し、住宅耐震化に係る技術者育成と

低コスト工法の効果の周知を図ります。 

○県及び市町村は、耐震診断を行った建築士が所有者に診断結果の説明を行う際に、併せて低

コスト工法による概算工事費の提示、補助制度の説明を行うことができるように取り組みます。  

○県は、耐震診断ソフトの診断結果、改修案をもとに概算改修費用が高額となった案件につい

ては、ソフト開発者とその要因を分析し、対策を検討するとともに、診断・設計事例を教材とし

て低コスト工法を学ぶスキルアップ研修を行います。 
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⑦ 所有者等の負担額軽減措置 

耐震改修等における所有者等の負担を軽減するため、代理受領制度や請求書による補助金

相当額の受領ができる仕組みづくりや、耐震改修リバースモーゲージの活用促進が有効だと考

えられます。 

○市町村は補助金の支払いについて、代理受領制度※１や、請求書払い※２を導入して所有者負担

の軽減を行うことを進めます。 

○県は、市町村に上記の仕組や支援制度の創設を働きかけます。 

○県及び市町村は、リフォーム融資におけるリバースモーゲージ制度の活用について、住宅所有

者に周知を図ります。 

※１．代理受領制度とは、所有者の委任を受けた施工業者が、補助金の受領を代理で行うことができる制度 

です。所有者は工事費と補助金の差額を用意すればよいため、所有者の負担が軽減されます。  

※２．請求書払いとは、所有者は請求書の提出により補助金を受け取ることができる制度です。所有者は工 

事費と補助金の差額を用意すればよいため、負担が軽減されます。 

        

   

出典：国土交通省住宅局「木造住宅の安全確保方策マニュアル」 

※申込年齢が７０歳以上の場合 

■リバースモーゲージ制度の概要 
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⑧ 命を守る耐震対策 
高齢者等が経済的な理由等で全体改修を実施できない場合で

も、命だけは守られるように耐震対策の実施につなげることが必
要です。 

 
○県及び市町村は、居室単位改修や耐震シェルター・耐震ベッド

設置といった命を守る耐震対策を実施する住宅の所有者に対
して支援を行います。 

○特に、高齢者、障がい者等の即時避難を行うことが困難な方に
対して、戸別訪問や福祉施設、防災関係のイベント等を通じた
働きかけを行います。 

○県は、地方公共団体等で一定の評価を受けた耐震シェルター及
び耐震ベッドについて、県内に設置可能な製品を紹介するカタ
ログを作成し、周知を図ります。 

 

 

⑨ 空き家の倒壊対策 

令和５年の住宅・土地統計調査によると、鳥取県の空き家数は４１．３千戸、空き家率は１５．７％

で前回の調査から０．２ポイント上昇し過去最高となり、管理が不十分な空き家の防災、衛生、景観

等が問題となっています。 

長年利用されず放置されている空き家等は、地震により倒壊した場合前面道路の封鎖や通行

人等に被害を与えるおそれがあります。 

 

○市町村は、老朽化した危険な状態にある空き家について、除却等を進めると共に、空き家所有

に対する建物の適正管理や災害発生時の被害リスク等の周知、除却等への支援を行います。 

○県は、補助金による支援を行いながら、利活用計画の立案及び除却の促進を市町村と連携し

て行います 

○県は、危険空き家対策を進める市町村に支援を行うとともに、建築技師の少ない市町村に対

して、技術支援を行うなど連携して取り組みます。 

 

⑩ 住替等による耐震化の促進 

住継ぎ手がいない住宅の所有者や、まちなかから離れた地域では、耐震性のない住宅を除却

又は売却し、耐震性のある別の住宅に住み替えてもらうことも１つの選択肢となります。 

 

○県及び市町村は、耐震性が不足する住宅の建替えや除却の支援により住替を促進します。 

○県及び市町村は、中古住宅の流通のタイミングで耐震化を促進できるよう、不動産業者等が

中古住宅を買取再販する際の耐震改修を支援します。 

  

出典：耐震シェルター・耐震ベッドカタログ 

（一部屋からできる耐震対策カタログ） 
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出典：（国資料）令和４年１月１日から瓦屋根の緊結方法が強化されました 

＜緊結方法の改正：瓦の種類、部位、基準風速に応じた緊結方法を規定＞ 

＜緊結箇所の改正：軒、けらば、むね、平部、全ての瓦＞ 

改定

■瓦屋根標準設計・施工ガイドライン工法の概要 

⑪ 屋根瓦の耐震・耐風対策 
屋根瓦の耐震・耐風対策は、「ガイドライン工法」による改修が有効であるので、地震による被

害を受けやすい土葺き屋根瓦の改修を特に進めていく必要があります。 
また、地震対策では、屋根瓦を鋼板等の軽量屋根葺き材に改修することも有効な地震対策に

なります。 
近年は大型台風の上陸により、瓦の脱落被害が発生しています。強風による被害対策として

瓦を屋根に強固に留め付けることが重要になり、このことは、屋根瓦の耐震対策にもつながり
ます。 

 
○県及び市町村は、地震・強風による屋根瓦の被害を軽減するため、ガイドライン工法により屋

根瓦の改修又は、屋根の軽量化に取り組む住宅の所有者に対して支援を行います。 
○屋根の耐風対策にも市町村と協調して支援を行うため、屋根瓦の耐風対策を特に重点的・緊

急的に実施する必要がある区域（社会資本整備総合交付金交付要綱第Ⅱ編イ-１６-（１２）第４
の第12項第一号ロに定める地域防災計画等の区域）として、県全域を指定することを本計画
に位置付けます。 

○県は、ガイドライン工法の普及を図るため、業界団体と連携して施工業者を対象とした研修会
等を開催して、施工技術力の向上を図ります。 
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（３）建築物耐震化の施策 

① 県有施設の耐震化 
県有施設は、災害時に防災上重要な役割を果たすことから、特定既存耐震不適格建築物に加

え耐震性の不足が確認されている施設の耐震化を進めていく必要があります。 
耐震化にあたっては、県有施設としての維持管理し続ける期間などを考慮する必要があるこ

とから公共施設等総合管理計画並びに施設ごとの中長期保全計画及び長寿命化計画等を踏ま
えた上で、県有施設・資産有効活用戦略会議で耐震化の検討を行うことにします。 

また防災拠点として重要な施設は、窓ガラス、吊り天井、外壁、照明器具などの非構造部材の
耐震化を進めることとします。 
 
○特定既存耐震不適格建築物（多数の者が利用する床面積１，０００㎡以上の建築物等）の耐震

化を進めます。 
○旧耐震基準の中規模県有施設（多数の者が利用する床面積２００㎡以上の非木造建築物等）

は、施設の集約、廃止、維持を検討し、今後も存続させる施設については、速やかに耐震改修
又は建替え等の計画を策定し、耐震化を進めます。 

○防災上重要な施設、学校、不特定多数の者が利用する施設などを優先して、窓ガラス、外壁な
どの非構造部材の耐震化を進めます。非構造部材の耐震化にあたっては、中長期保全計画に
基づく改修計画、省エネ改修などに合わせて行うなど、効率的な改修方法を検討します。 

 

② 要緊急安全確認大規模建築物の対策 
要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震改修促進法で耐震診断の実施及び診断結果

の報告義務が定められています。また、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断・耐震
改修の努力義務が定められており、適切に実施していく必要があります。 

 
   ○所管行政庁は、要緊急安全確認大規模建築物を含む特定既存耐震不適格建築物の所有者等

に対して、耐震改修促進法に基づく指導・指示等を実施します。 
   ○所管行政庁は、民間の要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対して、バリアフリー改修等

の機会を捉えた耐震化について促すなど、継続的な働きかけを行います。 
 

③ エレベーター及びエスカレーターの地震対策の推進 
大規模地震により頻発するエレベーターの閉じ込め事故、東日本大震災で発生したエレベー

ター及びエスカレーターの脱落事故は、震災が起こる都度、報道などで取り上げられ社会問題と
なることから、既存のエレベーター及びエスカレーターの耐震対策を講じていく必要があります。 

 
○県は、ホームページや講習会等において、耐震対策を推進するパンフレット等を配布するなど

安全対策の普及を図ります。 
○特定行政庁は、既存不適格となるエレベーター及びエスカレーターについて、建築基準法第１

２条に基づく定期報告に際して指導する等により、改善等の対策を講じるよう促していきます。  
○県有施設及び市町村有施設の既存エレベーターの防災対策改修を進めるため、社会資本整備

総合交付金交付要綱付属第Ⅱ編イ－１６－(１２)第４の第７項第一号ホの規定に基づき、既設
エレベーターの防災対策改修を特に重点的・緊急的に実施する必要がある区域として鳥取県
全域を指定します。 

 

④ 大規模空間の天井崩落対策 
大規模地震による、大規模空間における天井の落下事故が発生を受け、国は建築基準法を改

正して大規模な天井に対する規制を強化しています。 
既存建築物では、増改築時に適用できるネットやワイヤーを活用した改修の基準を定めてい

る他、防災拠点施設など特に早急に改善すべき建築物に対する行政指導、定期報告制度の活用
による状況把握、社会資本整備総合交付金の活用による改修費用への支援などの対策を講じ
ています。 
 
○県は、ホームページやパンフレットを配布するなど大規模空間の天井の落下防止対策につい

て、普及を図ります。 
○特定行政庁は、既存不適格となる大規模空間の天井について、建築基準法第１２条に基づく

定期報告に際して指導する等により、改善等の対策を講じるよう促していきます。 
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出典：（日本建築防災協会）パンフレット「地震からわが家を守ろう」 

■ブロック塀の点検のポイント 

（４）コンクリートブロック塀耐震化の施策 

① 危険なブロック塀の撤去・改修の促進 

大阪府北部地震のブロック塀被害を受け、通学路をはじめとする国道、県道、市町村道沿い

の危険ブロック塀の点検を進めています。 

 

○市町村は、危険ブロック塀の点検を進めるとともに、所有者等に対する補助により撤去・改修

を促進します。 

○県は、建築技術者職員が少ない町村の技術支援を行うとともに、補助制度により、危険ブロッ

ク塀の撤去・改修を進める市町村に対して支援を行います。 

○特定行政庁は、建築基準法に違反するブロック塀に対して、指導・監督を行います。 

 

 

 
 

 

② 木塀の普及 

危険なブロック塀の撤去・改修を促進していく中で、安全面などに優れ、軽量かつ多彩なデザ

インの金属製フェンスや木塀、街並みに溶け込む生垣などの普及を図ります。特に、県産木材を

活用した木塀は、防災・減災に寄与するだけでなく、地域の木材利用の促進、良好な景観形成に

もつながることから普及を促進します。 

 

○地域の安全性向上と良好な景観形成に寄与する木塀の設置を支援し、普及を図ります。 

○県産材を使用した木塀への改修に対する補助を通じて、地場産業の振興を図ります。 
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２ 住宅・建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 
（１）地震ハザードマップの作成・公表 

住宅・建築物の所有者等に地震に対する危険性を認識していただくためには、想定される地

震における危険性を示したハザードマップを活用することが有効です。 

 

○県では、県内で想定される地震の最大震度及び液状化のハザードマップを「とっとりＷｅｂマ

ップ」で公開し、耐震化の普及・促進を図ります。 

○地域の揺れやすさ及び液状化、がけ崩れ、避難の困難さなどの地域の危険性については、市

町村で作成・公開します。 

＜最大震度予測＞                   ＜液状化危険度予測＞  

 
 

 

 

（２）耐震化の相談体制及び情報提供 

住宅・建築物の所有者等は、悪質リフォーム工事に伴う消費者被害などから、耐震診断、耐震

改修にあたり「どこに頼めばよいか」、「工事費用は適切か」、「改修の効果はあるか」等の不安を

感じており、耐震改修の阻害要因になっていると考えられます。 

県、市町村及び建築関係団体は、こうした不安を解消するため、相談窓口を開設して所有者

等が安心して耐震化に取り組むことができるように情報提供、相談の環境を整えています。 

 

○県及び市町村は、所有者等に対して耐震診断及び耐震改修等の実施に関して必要な情報提

供を行うとともに、各種相談を受け付けるための窓口を設置します。住宅の耐震化に係る技

術的な相談等にも対応するため、建築関係団体と連携した総合相談窓口の開設や支援体制

の構築について検討します。また、家具の固定については県の危機管理政策課、契約や金銭

上のトラブルについては、鳥取県の消費生活センター、 

住まいるダイヤルにて対応します。 

       

○県は、耐震化に関するパンフレットを作成し、相談窓口やホームページにおいて公表するとと

もに、市町村の補助制度一覧、低コスト工法、耐震化費用、事業者情報、標準契約書、支援制

度、税制の優遇措置について情報提供・周知を行います。 

○市町村は、耐震改修税制に係る証明書の発行等を行います。 

 

区分 県 市町村 建築関係団体 

相談 

窓口 

○住宅政策課 

○各総合事務所建築環境局 

建築住宅課（東部圏域においては、 

生活環境部東部建築住宅事務所） 

○住民相談窓口担当課 

○建築及び防災担当課 

○各団体事務局 

○東部、中部、西部等 

の支部 

提供 

情報 

○耐震化に係る補助、税制、技術に関 

する情報 

○耐震診断、耐震改修の実施可能な業 

者に関する情報 

○地震保険耐震改修工事に係る住宅 

ローン優遇制度の情報 

○耐震化に係る補助、税制、証明 

書発行、技術に関する情報 

○耐震診断、耐震改修の実施可 

能な業者に関する情報 

○地震保険、耐震改修工事に係 

る住宅ローン優遇制度の情報 

○設計、施工の専門 

業者に関する情報 

○耐震化の新技術、 

工法に関する情報 

 

■とっとりＷｅｂマップの表示例 

（鹿野・吉岡断層の場合） 

国民生活センター→ 住まいるダイヤル→ 
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（３）耐震対策等の普及啓発 

耐震改修は、住宅設備改修、バリアフリー改修、省エネ改修等の機会を捉えて実施を促すこと

が効果的であり、費用面でのメリットもあります。 

また、耐震診断を実施した建築士等による耐震改修工事の概算費用の提示、市町村、事業者、

教育機関や福祉施設等と連携して補助制度等の情報を提供することにより耐震対策の検討の

きっかけとなります。 

 

○県及び市町村は、パンフレット、広報誌、ダイレクトメール、戸別訪問、テレビ、ソーシャルネット

ワークサービス、動画等の様々なツールの活用を検討し、耐震対策等の分かりやすい普及啓

発に取り組みます。 

○県及び市町村は、耐震診断を行った建築士等が診断結果を所有者に説明する際に、低コスト

工法による概算工事費、補助制度などの説明を行うように建築士事務所協会等に働きかけま

す。 

○県は、県内の耐震改修事例や、改修費用の実績一覧を紹介する事例集を作成し、市町村や事

業者を通じて耐震化の流れや低コスト工法の活用について情報提供を行います。また、住宅

の条件等により診断時に概算費用の提示が困難な場合にも、費用の目安として紹介します。 

○県は、他県等の取り組みを参考にして、低コスト工法の講習会に参加する工務店等に対して、

リフォームの機会に行う耐震改修が、大工の手間待ちの解消など、経営的にもメリットがある

ことを伝えていきます。また、リフォーム工事業者等住宅関連の事業者や団体から住宅所有者

に対して積極的に耐震改修を提案いただけるよう普及啓発と環境整備に取り組みます。 

〇県及び市町村は、高齢者等に対して、福祉施設と連携した耐震対策の普及啓発を行います。

また、空き家の活用や若年層の移住・定住化に併せた耐震化の促進を図ります。 

〇県は、防災や住宅に関するイベント等を通じて、広く県民に対して、耐震対策の重要性や支援

制度の周知を図ります。また、次世代を担う若年層に対して、過去に県内で発生した地震被害

の歴史を通じて耐震の重要性を伝える取り組みを教育機関と連携して実施します。 

○県及び市町村は、耐震改修工事を行う住宅所有者や施工業者に耐震改修PRのぼり旗を配布

し、改修工事中の現場に設置していただくことで、周辺住民等に耐震化を周知します。 

 

 

 

  

出典：耐震改修促進普及啓発パンフレット 

（はじめよう！お家の耐震化！） 

 

出典：木造住宅耐震改修事例集 耐震改修ＰＲのぼり旗 
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（４）自主防災組織等との連携 
震災の被害を抑えるためには、住宅・建築物の所有者等が自らの問題として取り組む耐震化

とともに、避難、消火活動の援助等地域で助け合い、地域を守る体制が重要です。 
ブロック塀、擁壁、がけ等の防災点検、避難する要援護者の支援、物資保管などの対策の中心

となる地域における自主防災組織を強化するため、市町村、自治会との連携を進めていく必要
があります。 
 
○県は、建築関係団体と連携して、地域の自主防災の取組に対し、技術者の派遣等、負担軽減の

ための支援を行います。 
○県は、市町村と連携して、自治会、自主防災組織等に住宅耐震化の必要性に関して、出前説明

会などを開催して耐震化の促進を図ります。 
○市町村は、出前説明会等に参加した住民が、その場で手軽に耐震診断の申込みできるように

申請手続きの簡素化に取り組みます。 

 

（５）木造住宅耐震化技術者の育成及び公表 
耐震診断・耐震改修は、施工性・現場状況の問題から、建築士等の設計者や工事業者等の施

工者から敬遠されがちで、リフォーム等の機会があっても実施されない場合があります。 
耐震化を推進するためには、設計者・施工者に正しい知識を身に付けてもらい、耐震化に関す

る技術力の向上を図るとともに、県民が耐震化を依頼するにあたって「どの業者に頼めばいい
か分からない」という不安を解消していく必要があります。 

 
○県は、住宅耐震化に関して、講習会及び考査

を行い一定の知識を有する建築士等が所属
する建築士事務所や建設業者を公表すること
で、所有者等の耐震化への取組を支援する仕
組みを構築します。 

○県では、ホームページにおいて「耐震診断、耐
震改修設計を実施する建築士事務所」、「耐震
改修工事の施工可能な事業者」及び「技術者
の雇用状況・低コスト工法の実績」など一覧に
したリストを掲載します。 

 

■木造住宅耐震化業者登録制度 
・県は、耐震に関する考査を実施し、一定の基準以上に達した建築士・建築施工管理技士・

大工技能士を耐震技術者として登録します。 
・県は、耐震技術者の属する業者からの申請があれば、その業者を木造住宅耐震化業者とし

て登録し、耐震技術者の氏名、木造住宅耐震化実績と併せて公表します。 
 
 
 

木造住宅耐震化業者登録制度の仕組み 

 
 

耐震技術者養成のための講習会の実施状況 

 

詳細はこちらから確認できます→ 
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（６）住宅耐震化の促進に係る相互協力に関する協定 

住宅耐震化率の目標を達成するため、補助制度の拡充、低コスト耐震改修工法の普及等の現

状の取組に加え、民間事業者と協力し、県民に対し住宅耐震化の重要性や耐震改修補助制度を

広く普及啓発することが必要です。 

住宅耐震化が進んでいる他県等では、金融機関と連携してリフォームに併せて住宅耐震化を

行った場合、リフォームローンの金利を引き下げる取組があります。県では、この事例を参考に

「株式会社鳥取銀行」、「損害保険ジャパン株式会社」を含め３者で住宅耐震化に向け相互協力す

る協定を締結して住宅耐震化に取り組んでいます。 

 

○県、株式会社鳥取銀行及び損害保険ジャパン株式会社は、協定に基づき下記の４点について

相互協力を行い住宅耐震化の促進に取り組みます。 

①住宅耐震化、補助制度の普及啓発 

②リフォーム融資等に係る情報提供及び相談 

③地震保険の普及啓発 

④上記目的の達成に関すること 

 

■住宅耐震化の推進に係る相互協力に関する協定の概要 

区分 具体的な取組 

鳥取県 

 

○補助制度に合わせた地震保険、リフォーム融資の情報提供 

・住宅耐震化普及啓発パンフレット等の作成 

・自治会等での住宅耐震化出前説明会の開催 

株式会社鳥取銀行 ○耐震改修補助対象住宅のリフォーム融資の金利優遇（▲０．３％） 

○住宅耐震化補助制度に関する情報提供、普及啓発への協力 

・各支店で県が作成したパンフレットの配布 

・リフォーム融資相談における補助制度の情報提供 

損害保険ジャパン

株式会社 

○耐震改修補助対象住宅の地震保険の割引（現在も実施中） 

○住宅耐震化補助制度に関する情報提供、普及啓発への協力 

・各保険代理店で県が作成したパンフレットの配布 

・保険相談における耐震化補助制度の情報提供 

 

（７）非構造部材の落下防止対策 

地震発生により、窓ガラスの破損や外壁タイル、屋外広告物等の落下が発生した場合、人的被

害や、避難・救助活動のための道路の通行に支障が及ぶため、地震に対する安全性の確保は、建

築物の耐震化に限らず、外壁、窓ガラス、屋根、屋外広告物などの非構造部材、エアコン室外機、

電気温水器等設備機器類の落下、転倒等の安全対策を進めていくことが重要です。 

 

○県及び市町村は、非構造部材及び設備機類の落下、転倒の防止対策を促すため、ホームペー

ジやパンフレット等により、建築物の所有者等に安全対策の周知を図ります。 

○県は、条例により安全点検を義務化した屋外広告物について、所有者等からの報告に基づ

き、安全対策を講じるよう指導監督を行います。屋外広告物条例を制定している鳥取市、倉

吉市においては、それぞれの条件に基づき取組を進めます。 
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（８）地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

道路に面した建築物が地震による倒壊で引き起こす道路閉塞は、避難、消火、救急、支援物資

の輸送等の妨げとなり、その後の市街地の復旧の支障になります。 

一方、県及び市町村の地域防災計画では、県内外の中心都市、防災拠点、県庁及び市町村役

場を連絡する重要かつ地震時に最優先で通行を確保すべき道路を緊急輸送道路として指定し

ています。 

また平成２５年に道路法が改正され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送

道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路管理者が区域を指定

して道路の占有を禁止し、又は制限することができるようになりました。 

 

○県は、耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく、沿道の建築物の耐震化が必要な「地震時

に通行を確保すべき道路」として、鳥取県地域防災計画で定める緊急輸送道路を指定します。

また緊急輸送道路沿道建築物に係る耐震改修等補助制度の周知等を行い、沿道建築物の耐

震化を促進します。 

 

 

＜建築物＞ 
 

 

 

 

 

 

＜ブロック塀＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）地震発生時に利用を確保することが公益上必要な建築物に関する事項 

耐震改修促進法では、大規模な地震発生時に応急対策活動の拠点や避難所となるものなど

利用を確保することが公益上必要な建築物であって、既存耐震不適格建築物について耐震改

修促進計画に記載し、耐震化の促進を図ることができます。 

 

○県及び市町村は、耐震改修促進法第５条第３項第１号に基づく建築物として指定した建築物

について、耐震性により安全性を確認しましたので、耐震改修促進計画において指定する建

築物はありません。 

 

 

 

 

 

  

③前面道路に面する部分の長さが 25ｍを超え、かつ、前

面道路からの距離の 1/2.5 倍を超える高さのブロック塀 

※ブロック塀等･･･補強コンクリートブロック造又は組積

■道路閉塞の恐れがある通行障害建築物の要件 
 

出典：国土交通省ホームページ 
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（１０）吹付けアスベストの飛散防止対策 

吹付けアスベストによる健康被害が社会的に問題となり、平成１８年１０月に建築基準法が改

正され、建築物等に使用された吹付けアスベストについて、増改築時に除去等の措置が義務付

けられ、アスベスト使用規制が強化されましたが、建築物等に残ったままのアスベストが、地震

被災で飛散する危険性が指摘されています。 

吹付けアスベストが使用された建築物の対策は、アスベストが使用されている可能性がある

建築物（昭和３１年から平成元年までに施工され不特定多数の者が利用する３００㎡以上の建築

物）の台帳を整備して市町村と協働で所有者等に撤去を要請していますが、所有者が不明な施

設、吹付けアスベストの含有調査ができていない施設がまだあります。 

アスベストの飛散を防止するためには、事前調査（アスベストの含有建材の有無に関する調

査）を適切に実施した後、解体等の工事を行う必要があります。 

大気汚染防止法及び石綿健康被害防止条例により、建築物等を解体・改修する際には、事前

調査の実施に加えて、一定要件の建築物等については、事前調査結果の都道府県への報告を義

務付けています。その他、調査結果の記録の保存、元請業者等による調査結果の県への報告、作

業の実施の届出、廃棄予定量の届出を行うほか、飛散防止に係る基準（作業基準）を遵守し、ア

スベストの大気中への飛散を防ぐことが必要です。 

 

○市町村は、アスベスト台帳に掲載された建築物の所有者等に吹付けアスベストの使用調査に

ついて働きかけを進め、県は、建築技師の少ない町村に対して技術支援を行います。 

○県及び市町村は、建築物等の所有者等が除去等の措置を行う場合に、必要な支援を行いま

す。 

○特定行政庁は、建築基準法第１２条に基づく定期報告に際しての指導概要をホームページで

県民に公開すること等により、アスベストの除去等の飛散防止対策を促していきます。 

○県は、アスベストによる健康被害を防止するため、石綿健康被害防止条例に基づき、建築物等

の所有者や解体等工事を行う元請業者等にアスベスト飛散防止の対策を求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

大気汚染防止法、県条例により、下表の手続きが必要です 

事前調

査結果

の報告 

大気汚染防止法 鳥取県石綿健康被害防止条例 

一定規模以上の解体等工事につい

て、都道府県知事への報告を元請

業者に義務付け 

吹付けアスベストが使用されている可能性

が高い建築物等について、知事への報告を

元請業者に義務付け 

 

  

参考：アスベスト問題への対応について（国土交通省 HP） 

 
参考：吹付けアスベスト  
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（１１）地震に伴うがけ崩れ等による建築物等被害の軽減対策 

地震に伴うがけ崩れ等による建築物等の被害を防止するためには、安全な場所への移転や土

砂災害の発生のおそれのある区域内の建物の補強、造成された宅地の崩壊防止対策等が必要で

す。 

 

○県及び市町村は、「がけ地近接等危険住宅移転事業」を活用して、危険ながけ付近に建築され

た住宅の移転促進に取り組みます。 

○県及び市町村は、「鳥取県土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業」を活用して、土砂災害特

別警戒区域内に建築される住宅・避難所の外壁の強化又は防護壁の設置に対して支援を行

い、土砂災害の被害軽減に取り組みます。 

○県は、大規模地震等により宅地が被害を受け、緊急輸送道路を閉塞させる土砂災害を起こす

おそれが認められる場合は、「住宅宅地基盤特定治水施設等事業」を活用して、必要な砂防施

設、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設を整備することを検討します。 
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３ その他住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 
（１）鳥取県建築物安全安心推進協議会の活動強化 

県及び市町村は、平成３０年に住宅・建築物の耐震化、アスベスト調査・除去等、バリアフリー

化などの課題について、協議及び情報共有並びに関係機関等の連携を行うことを目的に「鳥取

県建築物安全安心推進協議会」を設立し取組を進めています。 

 

○県及び市町村は、鳥取県建築物安全安心推進協議会による取組体制を強化し、住宅・建築物

の耐震化等の安全安心対策を総合的に進めます。 

 

（２）省エネ改修と併せて行う耐震改修の実施 

県では、脱炭素社会の実現に向け、とっとり健康省エネ住宅性能基準（NE‐ST）を定め、認定・

補助制度により、高性能な省エネ住宅の普及を推進しています。既存住宅の省エネ化についても、

カーボンニュートラルに向けた重要な課題であり、省エネ改修の促進にも取り組むこととして令

和４年度に新たな補助制度を設けたところです。既存住宅の屋根・壁の断熱改修等の大規模な

省エネ改修工事に併せて耐震改修を行うことは、住宅全体の性能向上につながり、一体的に行

うことで、コスト負担を軽減することができる有効な手法です。 

 

〇断熱と耐震の性能向上を一体的に行う住宅リフォーム・全面改修について、健康省エネ住宅改

修（Ｒｅ-ＮＥＳＴ）に取り組む事業者と連携して普及・促進を図ります。 

〇耐震改修と併せて省エネ改修を行う所有者に対し省エネ改修工事費を加算して支援します。 

 

（３）被災建築物応急危険度判定士・判定コーディネーターの養成・訓練 

災害時に効率よく判定活動を行うためには応急危険度判定士だけでなく、判定活動を指揮す

る判定コーディネーターが不可欠なことから、県・市の建築技術者職員を中心に、早急に養成す

る必要があります。 

 

〇県は登録した判定士を対象に解体前の住宅等を活用した判定訓練を隔年で実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）住宅性能表示制度の活用・普及 
住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能表示制度は、住宅の構造・環境・高齢

者への配慮等について評価する制度で、平成１４年度に既存住宅が性能表示の対象に加えら
れ、耐震性能（構造躯体の倒壊防止、地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法）について性
能評価を受けることができます。 

また、長期優良住宅の普及に関する法律による長期優良住宅認定制度は、省エネ性能、劣化
対策等について評価する制度で、既存住宅の増改築等リフォームにおいても耐震性の評価を受
けることができ、税の特例措置、国補助金、住宅ローンの金利引下げ等の優遇措置を受けること
ができます。 

 
○県は、住宅ストックの品質向上を図るため、住宅性能表示制度及び長期優良住宅認定制度を

活用して、耐震性の高い良質な住宅ストックの形成を進めます。 
○これらの制度を活用して受けることができる税制、国補助金、住宅ローン等の優遇措置につ

いて、住宅所有者への周知を図ります。 
 
 

養成講習会風景 

 

実地訓練風景 
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（５）耐震改修による優遇措置の周知 
住宅・建築物の耐震化を進めるために、耐震化に要する費用等の補助制度に加え、法人税、所

得税、固定資産税などの税制、改修工事費用の借り入れに伴うローン金利の引下げなどの優遇
措置があります。 

 
○県は、耐震化と併用できる県産材活用補助金「とっとり住まいる支援事業」、税制、ローン金利

などの優遇措置を一覧にまとめたパンフレットを作成して、ホームページ等で周知を図ります。 
○県及び市町村は、耐震化の窓口において、優遇措置の一覧を掲示するとともに、パンフレット

の配布を行い、所有者等への周知に取り組みます。 
 

（６）家具の固定及び感震ブレーカーによる地震防災対策 
地震に対する安全性の向上のためには、住宅・建築物の耐震化以外にも家具の固定や感震ブ

レーカーの設置といった地震防災対策が必要です。県では、「鳥取県感震ブレーカー設置事業補
助金」により、市町村を通じて感震ブレーカーの設置に対する支援を行っています。 

      
      〇「ぼうさいこくたい」の目指す自助を進めるため、３年間の限定措置（R8～R10）として、県は

市町村と協調して補助率を嵩上げし、感震ブレーカーの設置を抜本的に加速させます。  
区分 補助率 補助上限額 

工事なしの場合 
10/10 

20 千円 

工事ありの場合 60 千円 
 

○県及び市町村は、家庭における地震対策を進めるために、家具の固定及び感震ブレーカーの
設置について、普及・啓発に取り組みます。 

○県は市町村と連携して、感震ブレーカーの設置に対する補助制度の周知を図ります。 
 
 

  

■家庭の地震対策 

出典：（危機管理政策課）鳥取県震災対策アクションプラン（概要版） 
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（７）耐震改修促進法及び建築基準法に基づく措置に関する事項 

① 特定既存耐震不適格建築物の指導等 
耐震改修促進法に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者等は、耐震診断・耐震改修

の努力義務が定められています。 
 
○所管行政庁（特定行政庁）は、耐震化に取り組まない特定既存耐震不適格建築物の所有者

等に対して、耐震改修促進法に基づく指導・指示の措置を行います。 
 

② 建築基準法による勧告及び命令の実施 
建築基準法では、保安上危険なおそれがあると認められる建築物に対して、修繕、使用制

限・中止などの措置について、勧告・命令を行うことができます。 
保安上危険なおそれがあると特定行政庁が認めた建築物の耐震性については、平成１８年

国土交通省告示第１８４号（別添）による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が「地
震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」と評価するものとします。 

 
○特定行政庁は、建築物の耐震性が、保安上危険なおそれがあると認める場合、建築基準法

に基づく勧告・命令等の措置を行います。 
○耐震改修促進法に基づく指導・指示等が行われていない特定既存耐震不適格建築物につ

いても、必要に応じて行います。 
 

建築基準法による保安上危険な建築物に対する勧告及び命令等の実施 

法第１０条 用途 規模 状況 勧告 命令 

第１項 

及び 

第２項 

劇場､観覧場､映画館､演芸場、集

会場､公会堂その他これらに類す

るもの 

200㎡超 

又は 

階数３以上かつ 

１00㎡超 

構造耐力上主要な部分の地震

に対する安全性について、そ

のまま放置すれば著しく保安

上危険となるおそれがあると

認められること。 

○ ○ 

病院､診療所、ホテル､旅館、下

宿、共同住宅､寄宿舎その他これ

らに類するもの 

学校、体育館その他これらに類す

るもの 

百貨店､マーケット、展示場、キャ

バレー､カフェー、ナイトクラブ､バ

ー、ダンスホール､遊技場その他こ

れらに類するもの 

倉庫その他これらに類するもの 

自動車車庫、自動車修理工場その

他これらに類するもの 

事務所その他これらに類するもの 
階数３以上かつ 

200㎡超 

第３項 全ての用途 全ての規模 

構造耐力上主要な部分の地震

に対する安全性について、著

しく保安上危険であると認め

られること。 

 ○ 

 

耐震改修促進法及び建築基準法の指導等一覧 

順番 項目 内容 根拠法令 

１ 指導・助言 
・耐震診断、耐震改修の必要性を説明し、相談に応じるなどの方法で実施し

ます。 

耐震改修 

促進法 
２ 指示 

・指導後も、耐震診断、耐震改修を実施しない場合は、書面の交付による指示

を実施します。 

３ 公表 
・正当な理由もなく指示に従わない場合は、建物利用者及び近隣の住民への

周知のため、所有者氏名、建物名称等を公表します。 

４ 勧告 
・公表後も耐震診断、耐震改修が実施されず、そのまま放置すれば著しく保安

上危険となるおそれがある場合は、勧告を行います。 

建築 

基準法 
５ 命令 

・正当な理由もなく勧告に従わない場合は、耐震診断、耐震改修を行うよう

命令します。 

・著しく保安上危険と認められる場合は、指導から勧告までの措置がとられ

ていなくても命令を行います。 
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（８）耐震化に関する認定制度等の活用 

○所管行政庁（特定行政庁）は、耐震改修促進法及び建築基準法による認定制度による緩和措

置により、所有者等の負担軽減を図り、建築物の耐震化を促進します。 

 

項目 認定による措置 

耐震改修計画の認定 

（耐震改修促進法１７条） 

・既存不適格建築物（建築基準法の不適合）の制限の緩和 

既存不適格建築物において、耐震改修を行うことで床面積が増え、増

築等に該当する場合（建築基準法の適合が義務付け）に、引き続き既

存不適格建築物として取り扱うことができます。 

・耐火建築物に係る制限の緩和 

耐震改修に伴い柱壁を新設・補強を行う場合に、建築基準法の耐火建

築物の規定等が適用されません。 

・容積率、建蔽率の緩和 

増築を伴う耐震改修において、建築基準法の容積率、建蔽率の規定

が適用されません。 

・建築確認の手続きとの調整 

建築確認が必要になる耐震改修を行う場合、計画認定をもって建築

確認があったものとみなします。 

建築物の地震に対する安

全性に係る認定 

（耐震改修促進法２２条） 

・認定を受けた建築物は、利用者が耐震性を有することを確認でき、地

震の安全性が判断できます。 

・また建築物やその利用に関係する広告等に、認定を受けている旨を

表示することができます。 

区分所有建築物の耐震

改修の必要性に係る認

定 

（耐震改修促進法２５条） 

・認定を受けた区分所有建築物は、共用部分の変更にあたる耐震改修

（区分所有者の４分の３以上の議決が必要）を、過半数の議決で行うこ

とができます。 

全体計画認定制度 

（建築基準法８６条の８） 

・増改築等により、建築基準法に適合が義務付けされる建築物は、認定

により、最終的に建築物全体で建築基準法令に適合するよう、段階的

に改修工事を行うことができます。 

 

  


